
 　↓

   ↓

公告を申込後に取り消す場合

① お客様から取消依頼
　　↓
② 兵庫県官報販売所より国立印刷局へ可否の照会
　　↓
③-1 国立印刷局が取消可能と返答した場合
取消手続きを行います
※費用は発生しません

③-2 国立印刷局が日程・レイアウトの関係で取消不可と返答した場合
●可能であれば下記のように、法定公告を無くし、決算公告のみに差替て掲載します。
※費用は「元の公告と同額」発生します

●差替も出来ない場合は、そのまま掲載され、法定公告のみの取消公告を出します。
※費用は「元の公告と同額+取消公告」が発生します

（入稿後の取消は、国立印刷局の判断になります。照会後の返答になる事をご了承下さい。）
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  ４枠
（変更後）
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 ３枠×２
（変更後）

兵庫県官報販売所
TEL 078-341-0637
FAX 078-382-1275

令
和

令
和


